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)
と
並
ん
で
こ
の
王
朝
の
第
一
世
代
を
代
表
す
る
ス

ル
タ
l
ン
で
あ
っ
た
。
シ
リ
ア
に
お
け
る
反
乱
の
中
か
ら
勢
力
を
伸
ば
し
ス
ル

タ
l
ン
在
位
中
に
は
、
毎
年
の
よ
う
に
シ
リ
ア
方
面
へ
の
遠
征
を
行
う
と
と
も

に
様
々
な
内
政
改
革
を
行
っ
た
。
ま
た
、
ベ
ス
ト
が
蔓
延
し
て
祉
曾
不
安
が
増

大
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
に
於
て
も
、
こ
の
時
代
の
い
く
つ
か
の
特
徴
に
就
い
て

は
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、
全
慢
と
し
て
の
考
察
は
、
岬
局
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。本

報
告
で
は
、
カ
イ
ロ
に
お
い
て
今
タ
ス
ィ
プ
(
市
場
監
督
官
〉
の
職
務

を
自
ら
行
な
う
と
と
も
に
、
ま
た
、
こ
の
行
政
織
に
マ
ム
ル

1
ク
を
任
命
し
た

こ
と
、
ま
た
ハ
ナ
フ
ィ

I
波
や
ス
l
フ
ィ
l
に
謝
す
る
優
遇
な
ど
後
の
時
代
に

影
響
を
奥
え
た
施
策
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
イ
プ
ン
・
タ

グ
リ
1
ピ
ル
デ
ィ
ー
を
始
め
と
す
る
年
代
記
の
蛍
該
時
代
の
叙
述
内
容
を
比
較

し
て
そ
の
特
色
を
述
べ
た
い
。

後
期
オ
ス
マ
ン
朝
に
お
け
る

イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
軍
圏
上
層
部
の
昇
準
過
程
に
つ
い
て

鈴

木

董

中
東
の
イ
ス
ラ
ム
諸
図
家
に
お
い
て
は
、
軍
隊
の
二
元
的
構
成
が
、
特
徴
的

に
見
い
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
軍
隊
は
、
君
主
と
同
民
族
出
身
の
自
由

民
か
ら
な
る
軍
隊
と
、
異
民
族
出
身
の
奴
隷
軍
人
か
ら
な
る
軍
隊
と
か
ら
構
成

せ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
オ
ス
マ
ン
朝
に
お
い
て
も
、
こ
の
二
元
性
は
、

ム
ス
リ
ム

・
ト
ル
コ
系
の
戦
士
逮
に
淵
源
を
有
す
る
テ
ィ
マ

1
ル
制
軍
隊
と
、

キ
リ
ス
ト
数
徒
出
身
の
改
宗
奴
隷
か
ら
な
る
カ
プ
タ
ル
軍
闘
と
し
て
見
い
出
さ

れ
る
。カ

プ
ク
ル
軍
園
の
中
按
を
な
す
の
は
、
歩
兵
軍
圏
た
る
イ
ェ
ユ
チ
ェ
リ
軍
国

で
あ
っ
た
。
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
軍
国
は
、
オ
ス
マ
ン
史
上
、
軍
事
的
の
み
な
ら
ず

政
治
的
に
も
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
二
ハ
世
紀
後
半
以

降
の
後
期
オ
ス
マ
ン
朝
の
政
治
過
程
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
政
治
的
に
決
定

的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
軍
圏
の
長
官
た
る
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
・
ア
l
ス
ィ
を
頂
黙
と

す
る
軍
圏
上
層
部
の
構
成
と
昇
進
に
つ
い
て
、
法
令
集
成
・
政
論
書
・
年
代
記

を
主
た
る
材
料
と
し
つ
つ
、
検
討
を
加
え
、
ィ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
軍
園
上
層
部
の
性

格
と
、
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
寧
園
が
オ
ス
マ
ン
朝
の
支
配
組
織
内
の
昇
準
過
程
全
世

の
中
に
占
め
た
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
軍
闘
の
政

治
的
一
意
義
の
獲
濯
の
一
端
に
も
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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清
初
に
お
け
る
嘗
明
朝
の
王
府
荘
回

佐

藤

文

俊

各
地
に
分
封
さ
れ
屠
大
な
数
値
と
な
っ
た
明
の
諸
王
の
存
立
基
盤
は
、
明
末

農
民
反
乱
に
よ
り
一
掃
さ
れ
た
。
清
朝
は
反
清
行
動
を
と
る
朱
氏
を
討
滅
し
、

「
投
誠
」
者
は
生
存
を
保
一
読
す
る
と
共
に
、
軍
制
捻
出
の
急
務
か
ら
明
中
期
以

降
、
王
府
・
勅
戚
が
集
積
し
た
莫
犬
な
財
産
に
注
目
し
た
。
王
府
瑳
回
は
「
興

債
」
・
「
租
回
」
の
二
方
法
で
慮
理
さ
れ
た
が
、
特
に
前
者
に
カ
貼
を
お
き
民
田


